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１ 申込みから土地の引渡しまでの流れ 

① 現地確認 

  申込み要領などにより、必ず現地の状況、建築条件等をご確認のうえ、お申込み

ください。 

 

 

② 申込み手続の流れ 

   ※ 必ず事前に電話連絡を入れて、来庁日時を調整してからお越しください。 

・申込期間  ：令和８年４月６日（月）～令和８年４月１６日（木） 

       （土・日曜日を除く。） 

  ・受付時間  ：午前９時００分～午後５時００分 ※正午から午後１時を除く。 

  ・受付場所 ：守谷市役所２階 総務部 管財課 

・提出書類 ：(1)市有財産(土地)一般競争入札参加申込書 ・ 誓約書 

                       （実印を押印してください。） 

       (2)〈個人の場合〉住民票抄本・印鑑登録証明書・身分証明書（本籍

地の市区町村で発行する証明書） 各１通 

         〈法人の場合〉登記事項証明書・印鑑証明書 各１通 

       (3)委任状（代理人による入札及び契約を希望する場合） 

 

 

③ 重要事項説明書の説明 

   署名または記名押印が必要となります。 

 

 

④ 入札保証金の入金 

   申込期間内に市の納付書により入金してください。 

（領収書の写しを入札書とあわせて提出してください。） 

※ 入札保証金は入札金額の１００分の５以上となります。最低売渡価格の１００分

の５以上ではないのでご注意ください。（入札保証金を最低売渡価格の１００分の

５とすると、最低売渡価格でしか入札できません。） 

※ 入札参加者で落札者以外の方には、入札保証金を返金いたします。 

（入札終了後、還付請求書に記名押印してください。後日、指定された金融機関

の口座へお振込みいたします。なお、入札保証金には利息は付きません。） 
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 ⑤ 入札書の提出（郵便入札） 

   入札書は郵送（一般書留又は簡易書留）又は窓口への持参により下記の受付期限

までに、提出先に到着するように送付してください。受付期限を過ぎた場合は受け

付けません。封筒は郵送用封筒の中に入札書提出封筒を入れる二重封筒としてくだ

さい。（６ページ 参照） 

   ・入札期間  令和８年４月 ６日（月）から 

令和８年４月１７日（金）午後５時必着 

   ・提出先   〒３０２－０１９８ 

          茨城県守谷市大柏９５０番地の１ 

          守谷市役所 管財課 管財グループ 

 

 

⑥ 開札・落札者決定 

   令和８年４月２１日（火）市役所１階 大会議室 

午前１０時から開札開始 

※ 開札開始時刻の５分前までには受付を済ませてください。 

※ 落札決定者が契約締結できない場合は、いかなる理由を問わず入札保証金は返金

いたしません。 

※ 最高価格の入札者が複数あるときは、くじ執行により決定します。 

※ 落札できなかった方へは入札保証金の還付手続きを行います。 

 

 

⑦ 売買契約および地上権設定契約の締結 

・売買契約の相手方として決定した者は、１４日以内（閉庁日を除く）に土地売買

契約および地上権設定契約を締結していただきます。 

・売買契約および地上権設定契約締結までに契約保証金として契約額の１００分

の１０以上で１００分の２０以下（入札保証金を含む）の金額を市の納付書によ

り納付していただきます。 

  ・売買契約に要する印紙税は、購入者の負担となります。 

 

 

⑧ 土地代金の残金納入及び土地の引渡し 

・購入者は、契約締結の日から４５日以内（閉庁日を除く）に一括納付（売買代金か

ら契約保証金を差し引いた額）していただきます。 

・納付期日までに売買代金を完納できない場合、契約は解除となり、契約保証金は市

に帰属（没収）することになります。 

・契約保証金は、売買代金に充当されます。 

 

 



- 3 - 

  

⑨ 所有権移転登記および地上権設定登記 

・売買代金完納後、守谷市から購入者へ所有権移転登記の手続きを行います。 

・所有権移転登記に要する登録諸費用等は、購入者の負担となります。 

・同時に地上権設定登記の手続きも行います。 

 

２ 売払い物件 

物件番号 土地の所在地 地目 地積 備考 

１ 

守谷市ひがし野一丁目 7 番 10 宅地 166.01 ㎡ ― 

守谷市ひがし野一丁目 7 番 19 宅地 74.01 ㎡ 
地上権設定 

対象地 

守谷市ひがし野一丁目 85 番 1 宅地 23.59 ㎡ ― 

守谷市ひがし野一丁目 85 番 2 宅地 10.51 ㎡ 
地上権設定 

対象地 

２ 
守谷市ひがし野一丁目 7 番 20 宅地 13.64 ㎡ 

地上権設定 
対象地 

守谷市ひがし野一丁目 7 番 21 宅地 192.64 ㎡ ― 

 

３ 最低売渡価格 

物件番号１ ４５，５００，０００円 

物件番号２ ４８，８８０，０００円 

 

４ 入札参加者の資格 

次の各号のいずれかに該当するものは、この一般競争入札に参加することができな

い。 

(1) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 238 条の 3 第 1項

に規定する公有財産に関する事務に従事する職員 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の

4第 1項の規定に該当する者 

(3) 政令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する

事実があった日から 2 年を経過していないもの 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所の更生手続開始の決定がされていないもの 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号）（以下
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「暴力団対策法」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団の事務所又は活動の用に

供するために土地を取得しようとする者 

(6) 暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日か

ら 5年を経過しない者 

(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147条）

第 5条第 1 項の規定に基づく処分の対象となっている団体又はその構成員 

(8) 守谷市工事等の契約に係る指名停止等措置要領（平成 6年規程第 10 号）に基づ

く指名停止措置を受けている者。 

 

５ 入札参加申込み 

※ 必ず事前に電話連絡を入れて、来庁日時を調整してからお越しください。 

(1) 申込期間 

令和８年４月６日（月）～令和８年４月１６日（木） 

（土・日曜日を除く。） 

(2) 受付時間 

午前９時００分～午後５時００分 ※正午から午後１時を除く。 

(3) 受付場所 

守谷市役所 ２階 管財課 

(4) 提出書類 

(ア)市有財産(土地)一般競争入札参加申込書 ・ 誓約書 

                       （実印を押印してください。） 

   (イ)〈個人の場合〉住民票抄本・印鑑登録証明書・身分証明書（本籍地の市区

町村で発行する証明書） 各１通 

    〈法人の場合〉登記事項証明書・印鑑証明書 各１通 

   (ウ)委任状（代理人による入札及び契約を希望する場合） 

※（イ）の各種証明書は発行後１か月以内のもの 

 

６ 重要事項説明 

  守谷市では、土地売払いに際して、入札参加申込みの時点で重要事項説明を行って

おりますので、お時間に余裕をもってお越しください。 
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７ 入札書の提出（郵便入札） 

入札の回数は１回とし、入札書は郵送（一般書留又は簡易書留）又は窓口への持参

により受け付けます。 

(1) 提出期間 

  令和８年４月６日（月）から令和８年４月１７日（金）まで 

（土・日曜日を除く。） 

(2) 受付時間 

  午前９時００分から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(3) 提出先 

守谷市役所 ２階 管財課 

(4) 提出書類 

（ア） 入札書 

（イ） 入札保証金を納付した納付書のコピー 
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〈入札封筒記載例〉 

封筒は郵送用封筒の中に入札書提出封筒を入れる二重封筒としてください。 

〇郵送用封筒（角２） 

（表）                （裏） 

    

〒３０２－０１９８ 

  

  守谷市大柏９５０番地の１ 

    

   守谷市役所 

管財課 管財Ｇ あて 

    

    土地入札書在中  

                       〒〇〇〇－〇〇〇〇 

                        住所 ・・・・・・・ 

                        氏名 ・・・・・・・ 

 

 

〇入札書提出封筒（長３） 

（表） 

                         入札書提出用封筒の中に、 

                         ・入札書 

        入札書在中            ・入札保証金を納付した納付 

（件名）守谷市市有財産（土地）売払い一般競争入札  書のコピー 

（物件番号）○                   を入れ、封緘すること 

（開札日）令和８年４月２１日 

 

  

（裏） 

                         ○印は入札書と同じ印鑑を使用 

                         してください。 

                          

  ○印                        

     （住所）・・・・・・           ※代理人が行う場合、封筒の 

     （氏名）・・・・・・            印鑑は代理人の印鑑でよい。 
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８ 開札の場所及び日時 

(1)  開札場所 

守谷市役所 １階 大会議室 

(2)  開札日時 

令和８年４月２１日（火）午前１０時 

(3)  その他 

開札の立会を希望する者は、開札時刻の１０分前までに参集してください。 

なお、開札への立会は、入札者本人又はその代理人の１人とします。 

 

９ 入札の無効 

「３ 入札参加者の資格」に規定する入札に参加することができない者のした入札

及び次の各号に掲げる入札に関する条件に違反した入札は、無効とします。 

(1)  市有財産（土地）一般競争入札参加申込書及び誓約書を指定する期日までに提出

しないとき。 

(2)  入札書提出期限までに入札保証金を納付しないとき。 

(3)  入札金額が最低売渡価格に達しない入札又は入札保証金の２０倍を超える入札

をしたとき。 

(4)  入札書の金額その他必要事項を確認し難いとき、又は入札書に記名押印がないと

き。 

(5)  入札書を２通以上提出したとき。 

(6)  他の代理を兼ね、又は２以上の者の代理をしたとき。 

(7)  入札書の金額を訂正したとき。 

(8)  入札書が鉛筆で書かれているとき。 

(9)  入札について不正の行為があったとき。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 

 

１０ 落札者の決定 

  落札者は、最低売渡価格以上の有効札のうち最高の価格での入札者とする。最高価

格の入札者が複数あるときは、ただちに当該入札者がくじを引き落札者を決定します。 

 ただし、入札者が開札の立会に欠席の場合又はくじを引かないときは、この入札事

務に関係しない本市の職員に代理でくじを引かせて落札者を決定します。 
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１１ 入札保証金 

入札者は、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を入札申込期間内に納

付すること。なお、この入札保証金の還付に際しては、利息を付さない。 

※入札金額の１００分の５以上であり、最低売渡価格の１００分の５以上で

はないので注意すること。 

 

落札者以外の入札参加者へは入札保証金を返金いたしますので、開札後、入札保証

金還付手続きを行います。振込口座が確認できる通帳等を持参してください。開札時

に立会を希望しなかった方へは後日、手続き方法をご案内いたします。 

なお、還付までには１４日程度（閉庁日を除く）要します。 

 

１２ 契約保証金 

落札者は、売買契約にあたり、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上で

１００分の２０以下（入札保証金を含む。）の金額（１円未満の端数が生じたときは、

これを切り上げるものとする。）を市が発行する納入通知書により、契約締結日までに

守谷市指定金融機関等に納入していただきます。 

なお、契約保証金は、契約者が契約上の義務を履行しないときは、守谷市に帰属し

ます。 

 

１３ 契約不履行の場合における入札保証金の帰属 

落札者が市の指定した期限内に売買契約を締結しないときは、落札者の入札保証金は、

市に帰属するものとする。 

 

１４ 契約の締結及び売買代金の支払い方法 

落札者は、市の定めた土地売買契約書および地上権設定契約書により１４日以内（閉

庁日を除く）に契約を締結していただきます。また、売買代金から契約保証金を差し

引いた額を市が発行する納入通知書により、契約締結の日から４５日以内（閉庁日を

除く）に市指定金融機関等に一括納付していただきます。 

  売買契約締結に要する収入印紙は購入者の負担となります。 

 

１５ 所有権移転登記および地上権設定登記 

売買代金完納後、守谷市から購入者への所有権移転登記の手続きを行います。 

  所有権移転登記に要する登録諸費用等は、購入者の負担となります。 

  また、同時に地上権設定登記の手続きも行います。 
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１６ その他の注意事項 

（１）物件番号１ 

当該区画内には公設の雨水排水施設（ボックスカルバート）が埋設されており

ますので、該当地番（ひがし野一丁目７番１９及び８５番２）に建築等の制限

があります。また、売買契約と同時に地上権設定契約を締結し、登記します。制

限等の内容は別紙地上権設定契約書（案）をご確認ください。 

物件番号２ 

当該区画内には公設の雨水排水施設（ボックスカルバート）が埋設されており

ますので、該当地番（ひがし野一丁目７番２０）に建築等はできません。また、

売買契約と同時に地上権設定契約を締結し、登記します。制限等の内容は別紙

地上権設定契約書（案）をご確認ください。 

（２）物件番号１ 

ひがし野一丁目７番１９及び８５番２の土地上に建物及び工作物を設置する場

合は守谷市の許可が必要です。許可申請にかかる手続き、費用は落札者の負担

とします。なお、不許可の場合であっても本売買契約の解除条件には該当しな

いものとします。 

物件番号２ 

ひがし野一丁目７番２０の土地上に建物及び工作物を設置する場合は守谷市の

許可が必要です。許可申請にかかる手続き、費用は落札者の負担とします。な

お、不許可の場合であっても本売買契約の解除条件には該当しないものとしま

す。 

（３）当該地の現地説明会は実施しません。事前に必ず現地をご確認ください。 

（４）当該地は、すべて現状有姿での引渡しとなります。物件内の工作物（フェンス、

擁壁、給排水施設、舗装など）及び樹木などの撤去及び処分等が必要な場合は

落札者の負担で行ってください。 

（５）当該地周辺は第三者所有地となっており、将来開発事業及び建物の建築又は再

築がされる場合があります。その際、周辺環境・景観・眺望及び日照条件等が変

化することがあります。 

（６）法令に基づく制限については、重要事項説明時点における内容であり、将来、法

令の改正等により当該地の利用等に関する制限が附加又は緩和されることがあ

ります。 

（７）当該地はペーパードレーン工法および載荷重工法を実施しておりますが、地盤・

地耐力調査は行っておらず、当該地上に新たに建物を建築する際、その建築会

社等から地盤・地耐力調査を要請されることがあり、その結果によっては地盤

補強工事等が必要となる場合があります。その場合には落札者の負担となりま

す。また当該地については、埋蔵物等に対するボーリング調査ならびに土壌汚

染に関する専門的な調査も未了です。 

（８）当該地域には自治会等があります。よって自治会費用や取り決め等がある場合
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がありますので、落札者はそれに協力するものとします。 

（９）当該地については、土地の引渡し後２年間、売買、贈与等により所有権の移転を

禁じます。 

（10）物件番号１ 

当該地東側及び西側に、ＮＴＴ東日本（株）の電柱及び支線が設置されており、

原則として移動及び撤去することができません。また、落札者は上記設置され

た構造物に関し、ＮＴＴ東日本（株）との使用許諾を承継するものとします。 

物件番号２ 

当該地北東側に、ＮＴＴ東日本（株）の電柱及び支線が設置されており、原則と

して移動及び撤去することができません。また、落札者は上記設置された構造

物に関し、ＮＴＴ東日本（株）との使用許諾を承継するものとします。 

（11）隣接民有地間において、一方の敷地に降った雨の一部が他方の敷地に流入する

場合があります。 

（12）物件番号１ 

当該地内には上水道の引き込みがありません。上水道を使用する場合には、落

札者の負担で前面道路からの引き込み工事が必要になります。詳細は上下水道

事業管理者と協議してください。 

物件番号２ 

当該地の水道加入分担金については、メーター口径２０ミリメートルの区分で

加入しております。口径を増径する場合は、落札者が上下水道事業管理者と直

接協議してください。 

（13）物件番号１ 

当該地内には下水道公共桝が設置されておりません。下水道を使用する場合は、

落札者の負担で公共桝の設置が必要になります。詳細は上下水道事業管理者と

協議してください。 

（14）当該地の電波受信状況によっては、良好な電波受信を確保するためにアンテナ

やブースター設置、ケーブルテレビの引込み等が必要になる場合があります。

それらの費用は落札者の負担となります。 

（15）当該地の西側には関東鉄道常総線の鉄道が通っており、走行音、振動、排気ガス

等が発生する場合があります。 

 


